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第
百
二
十
八
回
国
会
の
会
期
が
残
す
と
こ
ろ
一
日
と
な
っ
た
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
民
の
期
待
に
応
え
て
政
治
改
革
関
連
法
案
の
成
立
を 

図
ら
な
け
れ
ば
、
わ
が
国
議
会
制
民
主
政
治
に
癒
し
が
た
い
傷
痕
を
残
す
と
の
深
刻
な
認
識
に
お
い
て
一
致
し
た
。 

 

成
立
に
向
け
て
の
双
方
の
話
し
合
い
に
歩
み
寄
り
を
生
む
の
は
、
互
譲
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
長
き
に
わ
た
る 

真
剣
な
政
治
改
革
論
議
を
重
く
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
国
家
国
民
の
た
め
、
い
ま
政
治
が
と
る
べ
き
選
択
と
決
断
に
深
く
思
い
を
致
し
、
虚 

心
に
意
を
通
わ
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

話
し
合
い
の
結
果
、
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
合
意
す
る
に
至
っ
た
。
つ
い
て
は
、
本
合
意
に
基
づ
く
修
正
を
第
百
二
十
九
回
国
会
に
お
い
て 

連
立
与
党
及
び
自
由
民
主
党
の
共
同
で
、
平
成
六
年
度
当
初
予
算
審
議
に
先
立
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
今
国
会
で
は
施
行
日
を
修 

正
し
た
上
で
政
府
提
出
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

な
お
、
成
立
し
た
法
律
の
施
行
期
日
は
別
に
定
め
る
施
行
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
施
行
法
は
本
合
意
に
基
づ
く
修
正
と
同
時
に
成
立
さ 

せ
る
も
の
と
の
す
る
。 

 
 

 

平
成
六
年
一
月
二
十
八
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内
閣
総
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大
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自
由
民
主
党
総
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一
、
比
例
代
表
選
挙
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
名
簿
、
ブ
ロ
ッ
ク
集
計
と
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
の
答
申
の
十
一
ブ
ロ
ッ
ク
を 

 

基
本
と
す
る
。 

二
、
企
業
等
の
団
体
の
寄
付
は
、
地
方
議
員
及
び
首
長
を
含
め
て
政
治
家
の
資
金
管
理
団
体(

一
に
限
る
。)

に
対
し
て
、
五
年
に
限
り
、
年
間 

 

五
十
万
円
を
限
度
に
認
め
る
。 

三
、
戸
別
訪
問
は
、
現
行
ど
お
り
禁
止
と
す
る
。 

四
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
数
は
三
百
人
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
数
は
二
百
人
と
す
る
。 

五
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
届
出
政
党
、
比
例
代
表
選
挙
の
名
簿
届
出
政
党
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
及
び
政
党
助
成
法
の
政
党
要
件
の
「
三
％
」 

 

は
、
「
二
％
」
と
す
る
。 

六
、
各
政
党
に
対
す
る
政
党
助
成
の
上
限
枠
は
、
前
年
収
支
実
績
の
四
十
％
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
な
仕
組
み
が
可
能
な
場
合
に
限
る
。 

七
、
投
票
方
法
は
記
号
式
の
二
票
制
と
す
る
。 

八
、
寄
付
禁
止
の
た
め
の
慶
弔
電
報
等
の
扱
い
は
、
現
行
ど
お
り
と
す
る
。 

九
、
衆
議
院
選
挙
区
画
定
の
た
め
の
第
三
者
機
関
は
総
理
府
に
設
置
す
る
。 

十
、
以
上
の
合
意
の
法
制
化
の
た
め
、
衆
参
両
院
か
ら
な
る
連
立
与
党
及
び
自
由
民
主
党
各
六
名(

計
十
二
名)

の
委
員
に
よ
り
、
協
議
を
行
う 

 

も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以 

上 


